
議案第９５号 

令和６年度新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業特別会計補

正予算（第２号） 

令和６年度新座都市計画事業新座駅北口土地区画整理事業特別会計補正予算 

（第２号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

１ 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４，８９６千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１，１６５，０９９千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和６年１１月２７日提出 

新座市長 並 木  傑 
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第１表 歳入歳出予算補正

款 項

歳 入

計

千円

補　正　額補正前の額

千円千円

繰入金4 643,387 △10,576 632,811

1 他会計繰入金 643,387 △10,576 632,811

分担金及び負担金7 0 5,680 5,680

1 負担金 0 5,680 5,680

歳 入 合 計 1,169,995 △4,896 1,165,099
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款 項

歳 出

計

千円

補　正　額補正前の額

千円千円

区画整理費1 1,007,681 △4,896 1,002,785

1 総務費 105,580 △4,896 100,684

歳 出 合 計 1,169,995 △4,896 1,165,099
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歳 入 歳 出 予 算 補 正 事 項 別 明 細 書

計

(歳　入)

款 補正前の額 補　正　額

１ 総 括

千円 千円千円

使用料及び手数料1 2 2

国庫支出金2 113,075 113,075

県支出金3 12,257 12,257

繰入金4 643,387 △10,576 632,811

繰越金5 11,074 11,074

市債6 390,200 390,200

分担金及び負担金7 0 5,680 5,680

歳 入 合 計 1,169,995 △4,896 1,165,099
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(歳　出)

款 補正前の額 補　正　額 計

千円 千円千円

1 区画整理費 1,007,681 △4,896 1,002,785

2 公債費 161,314 161,314

3 予備費 1,000 1,000

歳     出     合     計 1,169,995 △4,896 1,165,099
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地　方　債国 県 支 出 金 そ　の　他
一 般 財 源

補 正 額 の 財 源 内 訳

特 定 財 源

千円千円千円 千円

5,680 △10,576

0 △10,5765,6800
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補正前の額 補  正  額 計目

２ 歳 入

他会計繰入金１項
繰入金４款

千円 千円 千円

1 一般会計繰入金 643,387 632,811△10,576

632,811△10,576643,387計

負担金１項
分担金及び負担金７款

1 地元負担金 0 5,6805,680

5,6805,6800計
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新座駅北口土地区画整理事業特別会計

区　　分 金　　額
説 明

節

千円千円

一般会計繰入金 △10,576一般会計繰1 △10,576

入金

新座駅北口地区保留地処分金 5,680保留地処分1 5,680

金
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３ 歳 出

目 補  正  額 計

補  正  額  の  財  源  内  訳

特    定    財    源
一般財源

そ の 他地 方 債国県支出金

１款 区画整理費
１項 総務費

補正前の額

千円千円千円千円千円千円 千円

1 土地区画 105,580 △4,896 100,684 △4,896

整理総務

費

計 105,580 △4,896 100,684 0 0 0 △4,896

１款 区画整理費
２項 事業費

1 土地区画 902,101 0 902,101 5,680 △5,680

整理事業 分担金及び

費 負担金

計 902,101 0 902,101 0 0 5,680 △5,680
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新座駅北口土地区画整理事業特別会計

説    明
節

区　　分 金　　額

千円 千円

 01 職員人件費 △4,8962 給料 △2,856

3 職員手当等 △57

4 共済費 △1,709

18 負担金、補 △274

助及び交付

金

財源内訳更正
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ウ 級別職員数 〔 （　）内は短時間勤務職員（外書き） 〕

( ) ( ) ( ) ( )

0.0

( ) ( ) ( ) ( )

3 30.0

( ) ( ) ( ) ( )

2 20.0

( 1 ) ( 50.0 ) ( ) ( )

3 30.0

( ) ( 0.0 ) ( ) ( )

1 10.0

( 1 ) ( 50.0 ) ( ) ( )

1 10.0

( ) ( ) ( ) ( )

0.0

( ) ( ) ( ) ( )

0.0

( 2 ) ( 100.0 ) ( ) ( )

10 100.0

( ) ( 0.0 ) ( ) ( )

1 10.0

( ) ( 0.0 ) ( ) ( )

2 20.0

( ) ( 0.0 ) ( ) ( )

1 10.0

( 1 ) ( 100.0 ) ( ) ( )

2 20.0

( ) ( 0.0 ) ( ) ( )

2 20.0

( ) ( 0.0 ) ( ) ( )

2 20.0

( ) ( 0.0 ) ( ) ( )

0.0

( ) ( 0.0 ) ( ) ( )

0.0

( 1 ) ( 100.0 ) ( ) ( )

10 100.0

（級別の基準となる職務）

副部長 部　長

６　級 ７　級 ８　級

一　般　行　政　職 主事補 主　事 主  任 係　長 副課長 課　長

８　級

計 計

５　級区 分 １　級 ２　級 ３　級 ４　級

令和５年１１月１日現在

１　級 １　級

２　級 ２　級

３　級 ３　級

４　級

５　級

６　級

７　級

計 計

８　級

令和６年１１月１日現在

１　級 １　級

２　級 ２　級

３　級 ３　級

４　級

５　級

６　級

７　級

区 分
一　般　行　政　職 技　能　労　務　職

級 職員数（人） 構成比（％） 級 職員数（人） 構成比（％）
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